
国際平和協力法２５周年記念公開シンポジウム 
「国際平和協力の現状と課題 ～世界の笑顔のために～」（概要） 

２０１７年６月２８日 
内閣府国際平和協力本部事務局 

 
 ６月２８日（水）午後、青山学院大学にて、国際平和協力法２５周年記念公開シンポジ

ウム「国際平和協力の現状と課題～世界の笑顔のために～」が、内閣府及び青山学院大学

の共催、外務省、防衛省、国連広報センター及び国連大学の後援にて開催されました。こ

のシンポジウムは、本年が国際平和協力法の施行から２５年目の節目にあたることから、

政府関係者や国内外の有識者とともに、我が国のこれまでの国際平和協力の取組を振り返

りつつ、直面する課題や我が国に求められる国際貢献について議論し、今後の国際平和協

力の在り方につき考える機会とするために開催されました。 
 第一部では、冒頭に安倍総理大臣からのビデオメッセージが映し出された後、明石元国

連事務次長からの開会発言が行われ、そしてラクロワ国連平和維持活動（ＰＫＯ）局長か

らのビデオメッセージが映し出され、内閣府国際平和協力研究員による研究報告も行われ

ました。第二部では、宮島内閣府国際平和協力本部事務局長の発表に続いて、「我が国の今

後の国際平和協力の在り方」と題して、各方面の有識者によるパネルディスカッションが

行われ、活発な議論がなされました。シンポジウムには、政府関係者、在京外交団、ＮＧ

Ｏ、報道関係者、学生等約３２０名の聴衆が参加しました。 
 各講演の主要点及びパネルディスカッションの議論の概要は以下のとおりです。 
 
第一部 
 
安倍晋三内閣総理大臣・国際平和協力本部長によるビデオメッセージ（動画及び全文） 
 
・ これまで我が国は、国際平和協力法の下、延べ１万２千５百

人を派遣し、国際社会から高い評価を得ている。しかし、国

際平和協力法の成立に至る過程は決して平坦な道のりではな

かった。湾岸危機においては、我が国は資金面では十分な貢

献を行ったが、国際社会からは十分な評価を得ることはでき

なかった。このような中、人的な側面から、より積極的な国

際貢献が必要との議論が高まり、厳しい審議の末、平成４年６月１５日、国際平和協力

法は成立した。今日、国民の約９３％が、ＰＫＯに参加すべきと答えている。 
・ 初めての本格的な活動として、国連カンボジア暫定機構に対して要員を派遣した。その

中で、邦人お二人の尊い命が失われたことを、我々は決して忘れてはならない。また南

スーダンでは、「駆け付け警護」など、平和安全法制に基づく新たな任務を自衛隊が担

ったが、これは我が国の国際平和協力の歴史の中でも大きな意義を持つ。両国の首脳か

らは、我が国の貢献に対する感謝の言葉を頂いた。 
・ 国際平和実現のための我が国の貢献は、ＰＫＯへの要員派遣に留まらない。ＰＫＯへの

施設部隊への派遣を目指すアフリカの国々の要員訓練や、アフリカ各地のＰＫＯセン

http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg15599.html
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ターへの日本人教官の派遣を行っている。もちろん、アジアの国々に対する訓練も行っ

ている。 
・ ２５年にわたる我が国の取組は、現地の人々の目線に立った支援、高い規律に基づく実

直かつ丁寧な仕事の進め方で、派遣国政府、その国民、そして国際社会から、高い評価

を得てきた。 
・ 今や世界は、どの国も一国だけで平和を守ることができない時代である。我が国は、国

際社会の責任あるメンバーとして、世界の平和と安定のために、その能力と責任に相応

しい貢献を続けて行く必要がある。国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の旗を高

く掲げ、国際平和協力分野において、より一層積極的に貢献していくことを改めて強く

決意する。 
 
明石康元国連事務次長による開会発言 
 
・ 国際平和協力法が審議されていた当時、カンボジアにおける

国連暫定機構（ＵＮＴＡＣ）の事務総長特別代表を務めてお

り、日本初の本格的な要員派遣を目の当たりにした。文民警

察官と国連ボランティアの二人が尊い犠牲となったが、日本にとって若葉マークのＰ

ＫＯ参加は全体としては記憶してよい成果を収めることができた。 
・ 国連平和維持活動は、国連憲章に明記されていないが、国連による最も代表的な活動と

して曲折と変貌を重ねながら発展し、今や国連による平和創出と維持のために欠くこ

とのできない手段になっている。その中で、復旧復興事業、道路や橋の補修・建築、司

法の確立、科学技術を駆使する輸送や通信能力、ＰＫＯに関係する人材の訓練など、日

本が必要とされている分野は多い。 
・ ＰＫＯ関連の活動において、国際的・国内的課題も存在する。第一に、武器使用権限に

ついて、我が国独自の参加五原則は、国際的に認められた国連ＰＫＯ三原則との整合性

が問われている。第二に、ＰＫＯ活動は国際社会の幅広い合意に基づいて行われる国連

加盟国の共同活動であるところ、それが「侵略行為」に発展することは、おそらくあり

えず、また我が国憲法の諸原則と抵触することも考えられないが、この点に関してはよ

り広範な国民的討論が必要かもしれない。 
・ 国際社会における普遍的安全保障のために、我が国にふさわしい責務と役割を遂行す

ることは当然であり、中でも国連の平和維持活動乃至国連の承認する多国籍軍に、積極

的かつ前向きな態度をとることは一般的には望ましい。より平和で法と正義に基づい

た国際社会の構築のために、私たちに何が要請されているのか、何をすべきか、国際平

和協力法成立から２５年にあたる本年はこれを考える絶好の機会である。 
 
ジャン＝ピエール・ラクロワ国連ＰＫＯ局長によるビデオメッセージ

（動画・英文・概要和訳） 
 
・ 日本は、財政面では上位３か国に入る貢献国として、政策面ではバ

ンクーバーで開催予定のＰＫＯに関する国防大臣会合の準備会合
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主催を通じて、そして活動面ではＰＫＯ部隊の訓練に対する資金供与や投資を通じて、

ＰＫＯを支えてくれている。 
・ ＰＫＯは、年間７０億ドルを超える予算と、１２５か国から参加する約１１万８千人の

要員を持つ、国連の最も目に見える最大の活動の一つである。しかしＰＫＯは、現代の

紛争に対応するよう進化する必要がある。より柔軟なＰＫＯのビジョンこそが、国連の

平和と安全に関する構造の改革を巡る議論の中心になる考え方である。 
・ ＰＫＯ要員の９５％以上は、文民保護をマンデートに持つミッションで活動している。

国連ＰＫＯは、脅威の性質と能力において文民保護のマンデートを履行する上で限界

があることを認識し、ＰＫＯに対する期待を調整するよう努めてきた。同時に、文民へ

の脅威を予防し、効率的に対処するための能力を改善することが重要である。 
・ 文民保護の強化には、マンデート履行のための大きな政治的戦略に、文民保護を含めな

ければならない。また、脅威の分析や文民保護の問題に関するミッション内部の調整

や、危機管理対応を改善することも必要である。文民保護におけるＰＫＯ要員の説明責

任、特に性的搾取・虐待に対するゼロ・トレランスポリシーも重要である。そのために、

国連ミッション要員と、国連人道・開発機関職員の能力を統合する包括的な戦略の策定

や、地域機構との緊密な協力や支援が不可欠である。 
 
小林綾子国際平和協力研究員による研究報告「国連ＰＫＯ改革」 
 
・ ＰＫＯ改革が必要な理由として、紛争の性質及び数が変化している

こと並びにＰＫＯの役割が変化していることの２つが挙げられる。

国内紛争は２０１０年頃を境に増加傾向にあり、紛争の性質の変化についても一般の

住民の被害が深刻になっていること等が見られる。これらの紛争に対応するため、ＰＫ

Ｏが強固な任務を与えられて大規模で複雑なものとなることがあり、そのため軍事要

員と予算が増大している。 
・ このような変化を受け、２０１５年に発表された国連平和活動に関するハイレベル独

立パネル（ＨＩＰＰＯ）の報告書では、ＰＫＯ改革の重点課題として、紛争予防・紛争

解決と文民保護が指摘されている。ＨＩＰＰＯは「持続的平和」を強調し、その実現に

は紛争当事者や国際社会による息の長い政治的関与が必要であること、軍事部門には、

平和に至る前の和平プロセスを下支えする別の役割があることを指摘した。現在国連

は、ＨＩＰＰＯの提言を踏まえ取組に着手し始めている。 
（以上の発表に対し、星野俊也大阪大学大学院教授から、「持続的平和」及び「政治的

コミットメント」への着目は重要であり、紛争の政治的な決着のためにはリーダーシ

ップが鍵となるところ、日本としても現地のリーダーを支えることが重要である旨の

コメントがなされた。） 
  



第二部 
 
宮島昭夫内閣府国際平和協力本部事務局長による発表 
 
・ １９９２年に施行された国際平和協力法は、これまで３回の改正を

行ったが、２０１５年の改正による「駆け付け警護」や宿営地の共

同防護の新任務付与等は画期的なものであり、また、安全を確保しつつ有意義な活動が

困難なら撤収する旨を南スーダンの実施計画で明記したことは、オペレーション面で

重要な指針となった。 
・ ＰＫＯへの参加に対する国民の理解と支持は不可欠である。内閣府による世論調査に

よると、国連ＰＫＯ参加への支持は、１９９４年から２０１６年にかけて、８３．９％

から９２．７％に増加した。他方、現在の我が国のＰＫＯ要員派遣は国連南スーダン・

ミッション（ＵＮＭＩＳＳ）の司令部要員４名のみで、これは全世界の派遣国１２８か

国中１１３位にあたる。ＰＫＯ予算分担率でも、我が国は現在１０％を切っており、代

わりに中国の財政貢献が急増した。 
・ 我が国自衛隊施設部隊の５年超にわたるＵＮＭＩＳＳへの派遣は、南スーダン政府・国

連の双方から高い評価を受けた。施設部隊撤収にあたりＵＮＭＩＳＳに対し、重機等の

物資供与を行い、更には司令部要員の派遣は継続していることからも明らかなように、

南スーダンを中途半端に投げ出した、危険だから撤収したのではない。また、国連ＰＫ

Ｏの性質が変化しており日本の役割は重要でなくなっている、といった見方は誤りで

ある。その証左に、道路補修・退避壕敷設など施設部隊は不可欠な役割を果たした。 
・ 現在我が国の国際平和協力は岐路にある。これから日本はどうすべきか、何をやってい

くべきかを見直す必要がある。世界と共に生きる覚悟と決意を持って、日本らしさを発

揮して、世界の平和の問題解決に汗を流し誠意を尽くすことが肝要である。 
 
パネルディスカッション「我が国の今後の国際平和協力の在り方」 

 
 明石康元国連事務次長、岡村善文アフリカ開発会議・国連安保理改革・人権担当大使、

折木良一元防衛省統合幕僚長、長谷川祐弘元国連東ティモール支援団事務総長特別代表、

星野俊也大阪大学大学院教授、及び宮島昭夫内閣府国際平和協力本部事務局長（五十音順）

をパネリスト、福島安紀子青山学院大学教授をモデレーターとして、主として以下の３点

に関し議論が行われました。パネリストの発言の概要は以下のとおりです。 
 



我が国の国際平和協力が直面する課題と対応 
 
・ 我が国の国際平和協力における課題は、詰まるところ武器使用権限に関するものであ

る。ＰＫＯが文民保護のような難しい任務に移行し、中立性や武器使用についての判断

が難しくなっている中で、国連ＰＫＯ３原則と我が国の参加５原則の関係についてよ

く考えなければならない。最近の法改正で「駆け付け警護」や共同防護で進展はあった

が、まだまだ課題は多く、現場に負担を掛けずに任務を行わせるようにすることが本来

あるべき姿である。ＰＫＯに関し我が国として国家戦略をきちんと立てるべきであり、

派遣の目的や狙いについて、国としてどれだけの覚悟をもってやるべきか、国益も念頭

に考える必要がある。 
・ 国連が文民保護のマンデートを与えられる場合、正義や人権を確保するために国連自

身が武器の使用を必要とすることがある。コートジボワールや南スーダンの例のよう

に、対立する勢力の一方の側の市民が脅威に晒される場合、国連はそれを保護するため

に武器を使用する必要が生じる可能性があり、その場合は難しい立場に置かれること

になる。 
・ 国連ＰＫＯの課題としては、派遣までに時間を要すること、機動力や行動規範が低いこ

と、文民保護のための危機管理と準備が場当たり的であること、国連ミッション内での

文民・軍事・警察・人道開発機関の間で一貫した活動が十分ではないこと、医療部隊・

施設が未熟であること、軍事的手段に依拠しすぎていることが指摘できる。 
・ 日本のＰＫＯ部隊派遣がなくなったことで、海外展開におけるノウハウやオペレーシ

ョンを学べる機会が少なくなった。他方、国際的な派遣は重要であるものの、日本の安

全保障環境が周辺地域で厳しくなる中、何を優先させるか、自衛隊の海外派遣をどのよ

うに位置付けるべきかを考える必要がある。 
・ 国連においては本部と現地の間での意思疎通が重要で

あるところ、本部の考えを理解し現地で大きな間違いを

しないような判断をできる知見を有する人材を養成し

ておくことも重要である。 
 
国際平和協力を考える上での日本の比較優位・日本らしさ 
 
・ ＰＫＯのマンデートが強靭になる中でも、日本が得意とするインフラ整備やロジステ

ィクスは引き続き必要である。 
・ 規律正しくきっちり仕事をして成果を残すという日本人らしさは自信を持つべきであ

る。現地スタッフの能力強化、モノづくり、ＯＤＡと連携した取組も強みである。 
・ 日本には、技術、通信、運用能力について、ソフトウェアのみならずハードウェアにも

長所がある。また、日本は実際の行動に至るまでに時間がかかることがあるが、やると

決めたらやることは特徴である。 
・ 日本の施設部隊の丁寧な仕事ぶり、現地の人たちと一緒に汗をかく上から目線ではな

い態度、整理整頓といった、高い技術力を支えているソフト面での特徴は世界に誇れる

ものである。エコ技術やドローン技術にも国連から期待が寄せられている。 



・ 日本はオーナーシップ（自助努力）を促す。アジアでは、「平和の苗」を植えるために

人と制度を育てるというアプローチを取ってきたが、日本にはそのノウハウを持つ人

材が多くいるので活用していくべきである。 
 
今後の日本の国際平和協力への提言 
 
・ 国民が、ＰＫＯの持つ可能性と限界やその現状に

ついて良い点も悪い点も知ることや、内向きな平

和主義や危険に対する必要以上の警戒心を克服

することが必要である。メディアが現場の要員の

苦悩等の現実を伝えることも重要である。 
・ 国際平和協力法については、見直しを行うことは常に重要で、最近の法改正で国連ＰＫ

Ｏ以外の国際連携平和安全活動にも要員派遣を行えるようにしたことはその一例であ

る。また、平和構築や能力構築に関する活動をもっと広げていくべきである。例えば、

焦点を絞りつつもっと大規模に能力構築支援を行うことは一案である。自衛隊のみな

らず、ＯＢ・ＯＧの活用も含めた警察の協力や、ＯＤＡやＮＧＯとの連携も必要である。

軍の育成は難しいが、治安部門の改革や育成についてもっと活動できるのではないか。 
・ カンボジアのような新興の要員派遣国に対し、日本がもっと能力構築を行うことは良

いのではないか。現在アフリカで行っている、現地に迅速に部隊派遣を行うための訓練

プロジェクト（ＡＲＤＥＣ）も評価されている。また、文民幹部の登用をより強く進め

るべきである。さらに、日本に国連ＰＫＯ訓練センターを設立することも一案である。 
・ 現地の情勢が脆弱な地域に対して、日本が如何に「口出し」、すなわち政治的関与を行

っていくかが大事である。日本はこれが得意ではないと言われるが、アジアでは政治面

でも関与を行っているところ、積極的平和主義の考えに基づきアフリカでも政治面で

の関与を行っていければよい。 
・ 紛争の分析が重要である。適切な分析なしに紛争に関与することは無謀であるところ、

研究者と実務者の連携が重要である。また、人間の安全保障の概念のように、理念・哲

学についても主導することが重要である。 
・ 南スーダンのＵＮＭＩＳＳの要員の６割はアジアの国々からの派遣であるところ、ア

ジアの要員の強化はアフリカへの貢献にもなる。ＰＫＯへの派遣は国民の理解がない

ところで行うことは難しい。南スーダンからの施設部隊撤収に関連して、任務遂行後に

自衛隊員が充実感を持っているといった良い話が伝わっておらず、危ないとか厳しい

といった部分しか伝わっていないのは残念である。日本の国益や日本らしさについて

わかりやすく説明することも重要である。 
・ 自分の国の平和や利益は、グローバルな枠組みの中でしか達成できないということを

国民がもっと知ることが大事である。日本のみの利益、ジャパン・ファーストだけでは

達成できるわけでない時代であるということを、国民が認識することが重要である。 
 

（了） 


